
財産を交付した者の定めた使途の公表

認定法施行規則第２２条第５項第２号に基づき以下のとおり公表します。

（１）

イ．当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別（当該者が国若しくは地

方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称）

個人

ロ．当該財産を受け入れることとなった日（当該財産が寄附により受け入れたもので

ある場合にあっては、当該財産を受け入れた日）

平成２２年３月１０日寄附金受け入れ

ハ．受け入れた財産の額の合計

リタイア犬事業資金として５００，０００円

ニ．当該財産を交付した者の定めた使途の内容

リタイア犬事業に使用する目的で財産を取り崩して役立てていただきたい。

ホ．ハの財産のうち金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容

なし

（２）

イ．当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別（当該者が国若しくは地

方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称）

個人

ロ．当該財産を受け入れることとなった日（当該財産が寄附により受け入れたもので

ある場合にあっては、当該財産を受け入れた日）

平成２２年３月１１日寄附金受け入れ

ハ．受け入れた財産の額の合計

リタイア犬事業資金として６，６７０，０００円

ニ．当該財産を交付した者の定めた使途の内容

リタイア犬事業に使用する目的で財産を取り崩して役立てていただきたい。

ホ．ハの財産のうち金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容

なし


